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○大竹市精神障害者医療費支給条例施行規則 

令和３年３月25日 

規則第12号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、大竹市精神障害者医療費支給条例（令和３年大竹市条例第１号。以下「条

例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（用語） 

第２条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるものとする。 

（条例第４条第３項ただし書の特別な事情） 

第３条 条例第４条第３項ただし書の特別な事情があると市長が認めた者は、住家が全壊、半壊、

全焼、半焼又はこれらに準ずる被害を受けた者とする。 

（認定申請） 

第４条 条例第３条第１項に規定する対象者は、条例第４条第１項に規定する医療費の支給を受

ける資格（以下「受給資格」という。）の認定を受けようとするときは、次に掲げる書類を提

示し、又は写しを添えて、精神障害者医療費受給資格認定（更新）申請書（別記様式第１号。

以下「認定等申請書」という。）を市長に提出するものとする。 

(１) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第45条第２項に規定

する精神障害者保健福祉手帳 

(２) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（平成18年政令第

10号）第30条に規定する医療受給者証 

(３) 国民健康保険法（昭和33年法律第192号）若しくは高齢者の医療の確保に関する法律（昭

和57年法律第80号）による被保険者の被保険者証又は社会保険各法による被保険者若しくは

被扶養者の被保険者証若しくは組合員証 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類又はその写しを添えなければならない。 

(１) その者がその年の１月１日において他の市町村に住所を有していたときは、その者の前

年の所得の額（国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令（昭

和61年政令第54号）第52条により読み替えられた国民年金法施行令等の一部を改正する等の

政令（昭和61年政令第53号）による改正前の国民年金法施行令（以下「旧施行令」という。）

第６条の２の規定によって計算した所得の額（その者が旧施行令第６条の２第２項第１号か

ら第３号までの規定に該当するときは、前年の所得の額及び当該各号に掲げる額））を明ら

かにすることができる当該市町村長の証明書並びに所得税法（昭和40年法律第33号）に規定

する同一生計配偶者及び扶養親族（以下「扶養親族等」という。）の有無及び数について当

該市町村長の証明書 
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(２) その者が条例第４条第３項第１号の規定に該当せず、かつ、同項第２号に規定する者（以

下「扶養義務者等」という。）である場合において扶養義務者等がその年の１月１日におい

て他の市町村に住所を有していたときは、当該扶養義務者等の前年の所得の額（扶養義務者

等が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令（昭和50年政令第207号）第５条第２項各

号の規定に該当するときは、前年の所得の額及び当該各号に掲げる額）を明らかにすること

ができる当該市町村長の証明書並びに条例第４条第３項第２号に規定する扶養親族等の有無

及び数について当該市町村長の証明書 

(３) その者が条例第４条第３項ただし書の規定の適用を受けようとするときは、第３条に規

定する者に該当することを明らかにする書類 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

３ １月から７月までの間に行う第１項に規定する申請については、前項第１号及び第２号の規

定中「前年の所得」とあるのは「前前年の所得」と、「その年」とあるのは「前年」とする。 

４ 条例第４条第３項ただし書の規定により受給資格の認定を受けようとする場合は、震災、風

水害、火災、落雷その他の災害により被害を受けた日（以下「被災した日」という。）から１

年以内に第１項の規定による申請を行わなければならない。 

（受給者証の交付等） 

第５条 市長は、前条第１項又は次条に規定する申請に基づいて対象者が条例第４条第３項各号

のいずれにも該当しないと認めるとき（当該申請が同項ただし書の規定の適用を受けようとす

るものであるときは、第３条に規定する者に該当すると認めるとき）は、受給資格があると認

定し、当該対象者に対して、精神障害者医療費受給者証（別記様式第２号。以下「受給者証」

という。）を交付するものとする。 

２ 受給者証の有効期間は、８月１日から翌年７月31日まで（最初に交付される受給者証にあっ

ては、受給者証の交付を受けている者（以下「受給者」という。）が前項の規定による認定を

受けた日から最初に到来する７月31日まで）とする。ただし、条例第４条第３項ただし書の規

定により受給資格者となった者に係る受給者証の有効期間は、当該受給者が前項の規定による

認定を受けた日又は被災した日から起算して１年を経過する日までとする。 

（受給者証の更新申請等） 

第６条 受給者は、受給者証の有効期間の更新を受けようとするときは、毎年６月１日から同月

30日までの間に、認定等申請書に第４条第２項各号（第３号を除く。）に掲げる書類を添えて、

市長に提出するものとする。ただし、市長が公簿等により受給資格があることを確認すること

ができるときは、更新の申請があったものとみなし、認定等申請書の提出を省略することがで

きる。 

２ 前項の規定にかかわらず、条例第４条第３項ただし書の規定により受給者となった者に係る
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受給者証は、更新しない。 

３ 第１項ただし書の規定は、大竹市の公簿等により受給資格があることを確認することができ

ない場合であって、受給者が他市町村の公簿等に記載された事項を確認することができる書類

を提出し、当該書類により受給資格があることを確認することができるときに準用する。 

（受給者証の再交付申請） 

第７条 受給者は、受給者証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、受給者証再交付申請書（別

記様式第３号）を市長に提出してその再交付を申請することができる。 

２ 前項の場合において、受給者証を破損し、又は汚損したときは、同項の申請書にその受給者

証を添えなければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による申請により受給者であることを確認したときは、受給者証を再

交付するものとする。 

（受療の手続） 

第８条 受給者は、医療を受けようとするときは、保険医療機関等に第４条第１項第３号に規定

する被保険者証又は組合員証及び受給者証を提示しなければならない。 

（医療費の支給申請） 

第９条 受給者は、条例第４条第１項の規定による医療費の支給を受けようとするときは、精神

障害者医療費支給申請書（別記様式第４号）を提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、当該医療について条例第４条第１項に規定する医療に関する給付が行わ

れたことを証明した書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他市長が必要と認めた書類

を添付しなければならない。 

（費用の支払の請求） 

第10条 保険医療機関等は、条例第４条第４項の規定により受給者が当該保険医療機関等に支払

うべき費用の支払を市長に請求しようとするときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号

に定める書類を市長に提出するものとする。 

(１) 保険医療機関等（指定訪問看護事業者を除く。）が請求する場合 福祉医療費請求書 

(２) 指定訪問看護事業者が請求する場合 福祉医療費請求書（老人訪問看護療養費又は訪問

看護療養費） 

（変更の届出） 

第11条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、14日以内に受給者証記載事項変更届

（別記様式第５号）に受給者証及び市長が必要と認めた書類を添えて市長に提出しなければな

らない。 

(１) 受給者証の記載事項に変更が生じたとき。 

(２) 受給者の疾病若しくは負傷について条例第４条第１項に規定する医療に関する給付を行



大竹市精神障害者医療費支給条例施行規則 

4/12 

う保険者若しくは共済組合に変更を生じたとき、又は当該医療に関する給付の内容に変更を

生じたとき。 

(３) 第４条第１項第３号に規定する被保険者証又は組合員証の記号番号に変更が生じたとき。 

２ 前項に規定する届出を行う場合（前項第２号及び第３号に掲げる場合に限る。）は、第４条

第１項第３号に規定する被保険者証又は組合員証を提示し、又は写しを添えなければならない。 

（受給者証の修正） 

第12条 市長は、前条第１項第１号の届出があったときは、受給者証の記載事項を修正するもの

とする。 

（受給資格喪失の届出） 

第13条 受給者（第２号の場合にあっては、戸籍法（昭和22年法律第224号）の規定による死亡の

届出義務者）は、次の各号のいずれかに該当するときは、14日以内に受給資格喪失届（別記様

式第６号）に市長が必要と認めた書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(１) 市の区域外に居住地を変更したとき。 

(２) 受給者が死亡したとき。 

(３) 生活保護法（昭和25年法律第144号）による保護が開始されたとき。 

(４) 条例第３条第１項に規定する受給資格者の要件に該当しなくなったとき。 

（第三者の行為による被害の届出） 

第14条 医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、医療費の支給を受

け、又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所（氏名又は住所が明らか

でないときは、その旨）並びに被害の状況を、直ちに市長に届け出なければならない。 

（親権者又は後見人の申請等） 

第15条 この規則に規定する申請又は届出の手続は、対象者若しくは受給者が15歳未満であると

き、その他申請又は届出の手続をする能力を有しない者であるときは、その者に代わってその

親権を行う者又は後見人（事実上後見人の職務を行っている者を含む。）が行うものとする。 

（口頭による申請等） 

第16条 市長は、この規則に規定する申請書又は届書を作成することができない特別な事情があ

ると認めたときは、申請者又は届出人の口頭による陳述を当該職員に聴取させたうえで、必要

な措置をとることによって、当該申請書又は届書の受理に代えることができる。 

２ 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の申請書又は届書の様式に従っ

て聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせなければならない。 

（受給者証の返還） 

第17条 受給者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに受給者証を返還しなければ

ならない。 
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(１) 受給資格を喪失したとき。 

(２) 受給者証の有効期間が満了したとき。 

(３) 第７条第３項の規定により受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見した

とき。 

（職権による処理等） 

第18条 市長は、この規則に規定する申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事

実を公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 

２ 市長は、第11条又は第13条の届出がない場合においても、公簿等により受給資格のないこと

等を確認したときは、職権により処理することができる。 

（医療費に関する処分の通知） 

第19条 市長は、医療費の支給に関する処分をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通

知しなければならない。この場合において、医療費の全部又は一部につき不支給の処分をした

ときは、その理由を付記しなければならない。 

附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
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別記様式第１号（第４条、第６条関係） 

別記様式第２号（第５条、第６条、第７条、第８条、第11条、第12条、第17条関係） 

別記様式第３号（第７条関係） 

別記様式第４号（第９条関係） 

別記様式第５号（第11条関係） 

別記様式第６号（第13条関係） 

 


